
　

こ
れ
ま
で
、
身
体
障
害
者
手
帳

交
付
に
必
要
な
診
断
書
を
作
成
す

る
際
に
生
じ
た
診
断
料
の
一
部
を

助
成
し
て
い
ま
し
た
が
、
3
月
31

日
㈫
ま
で
の
申
請
を
も
っ
て
終
了

し
ま
す
。

身
体
障
害
者
手
帳
交
付
等
診
断
料
の
助
成
を
終
了

身
体
障
害
者
手
帳
交
付
等
診
断
料
の
助
成
を
終
了

　

再
認
定
、
障
が
い
程
度
の
変
更

な
ど
、
手
続
き
の
予
定
が
あ
る
方

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
障
が
い
福
祉
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
４
９

時
２
月
８
日
㈰
・
22
日
㈰
、

　

３
月
８
日
㈰
・
22
日
㈰
、

　

４
月
12
日
㈰
・
26
日
㈰

　

各
日
午
前
10
時
～
11
時

場
南
部
老
人
憩
い
の
家

内
介
護
予
防
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
健

　

康
体
操
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、

　

脳
ト
レ
な
ど

対
市
内
在
住
60
歳
以
上
の
方

定
各
日
12
人
（
先
着
順
）

い
こ
い
の
す
こ
や
か
運
動
教
室
そ
の

い
こ
い
の
す
こ
や
か
運
動
教
室
そ
の
1010

費
無
料

申
１
月
21
日
㈬
午
前
９
時
か
ら
電

　

話
ま
た
は
来
所
に
て
申
し
込
み
。

※
申
し
込
み
は
本
人
の
み
で
す
。

持
タ
オ
ル
、
飲
み
物
、
動
き
や
す

　

い
服
装

※
感
染
症
な
ど
の
拡
大
状
況
に
よ

り
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
南
部
老
人
憩
い
の
家

　

☎
４
４
５
‐
２
９
７
６

　

ス
マ
ホ
に
興
味
は
あ
る
け
ど
使

え
る
か
心
配
な
方
、
基
本
的
な
使

い
方
を
知
り
た
い
方
な
ど
を
対
象

に
、
日
常
よ
く
使
う
機
能
を
中
心

に
楽
し
く
わ
か
り
や
す
い
ス
マ
ホ

教
室
を
開
催
し
ま
す
。

　

ス
マ
ホ
の
利
用
経
験
、
利
用
機

種
、
携
帯
会
社
に
関
係
な
く
、
ど

な
た
で
も
安
心
し
て
参
加
で
き
ま
す
。

※
各
教
室
で
は
、
１
人
１
台
の
貸

出
機
（
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
端
末
）
を

使
用
し
ま
す
。

ス
マ
ホ
の
入
門
編　

　

マ
ッ
プ
、
カ
メ
ラ
の
使
い
方
な

ど
を
学
び
ま
す
。

※
２
日
と
も
同
じ
内
容
で
す
。

時
１
月
30
日
㈮
、
３
月
13
日
㈮

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

ス
マ
ホ
教
室
を
開
催

ス
マ
ホ
教
室
を
開
催

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
使
い
方
と

　
　

電
子
申
請
で
き
る
行
政
手
続

　

Ｑ
Ｒ
の
読
み
取
り
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

の
使
い
方
、
証
明
書
の
取
得
方
法

や
各
講
座
の
予
約
方
法
な
ど
を
学

び
ま
す
。

時
２
月
27
日
㈮

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

場
中
央
公
民
館

定
各
日
18
人
（
先
着
順
）

　

 

（
最
小
実
施
人
数
８
人
）

費
無
料

申
中
央
公
民
館
窓
口
、
電
話
、
市

　

公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
い
ず
れ
か
で

　

申
し
込
み
。

問
中
央
公
民
館

　

☎
４
４
３
︲
３
２
２
５

市公式
ＬＩＮＥ

パブリックコメント募集

＜意見提出ができる方＞

①市内に在住、在勤または在学している方
②市内に事務所または事業所を有する個人、
　法人、　その他の団体
③この案件に利害関係のある方

＜主な閲覧方法＞
①市ホームページ ②担当課窓口 
③図書館 ④南部老人憩いの家
※このほかに閲覧場所を追加している場合が

あります。
＜意見提出方法＞
　意見書に必要事項を記入し、募集期間内
に次の方法で提出してください。
①担当課に持参、郵送、ＦＡＸ、メール
②各閲覧場所に備え付けの意見箱へ投函
※意見書は、市ホームページ・閲覧場所か
ら入手可能です。
※案件の詳細は、市ホームページ・
閲覧場所でご確認ください。また、
ご不明な点は担当課にお問い合わせ

案件名 募集期間 担当課

 八街市地域公共交通計画（案）  １月５日㈪〜２月４日㈬   企画政策課　　   ☎４４３−１１１４

 八街市こども計画（案）   １月15日㈭〜２月17日㈫   子育て支援課　　 ☎４４３−１６９３

市ホームページ

善
意
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

善
意
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

○
野
球
場
建
設
の
た
め
の
指
定
寄
付

　
　

第
26
回
め
い
ろ
う
大
花
火
ま
つ
り
有
志
御
一
同
様
よ
り

　

５
０
０
０
０
円

　

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
の
任
期
が
令
和
８
年
７

月
19
日
で
満
了
と
な
る
た
め
、
八

街
市
お
よ
び
農
業
委
員
会
で
は
、

推
薦
ま
た
は
応
募
に
よ
り
次
期
の

委
員
を
募
集
し
ま
す
。

農
業
委
員
の
役
割

 

・
農
地
の
貸
借
・
売
買
な
ど
に
関

　

す
る
許
認
可
、
農
地
転
用
許
可

　

へ
の
意
見
の
提
出

 

・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
と

　

連
携
し
、
農
地
な
ど
の
利
用
最

　

適
化
の
推
進
な
ど

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
役
割

 

・
担
当
区
域
内
で
農
地
利
用
最
適

　

化
の
推
進
（
担
い
手
へ
の
農
地

　

の
集
積
・
集
約
化
、
遊
休
農
地

　

の
発
生
防
止
・
解
消
、
新
規
参

　

入
の
促
進
）
活
動

 

・
担
当
区
域
内
で
農
地
の
権
利
移

　

動
な
ど
の
申
請
に
伴
う
現
地
調

　

査
や
農
業
委
員
会
総
会
で
の
調

　

査
報
告
な
ど

※
担
当
区
域
は
、
市
内
16
区
域
と

し
、
各
区
域
に
つ
き
１
人
を
配
置

し
ま
す
。

※
農
業
委
員
お
よ
び
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
の
身
分
は
、
地
方

公
務
員
法
に
よ
る
非
常
勤
の
特
別

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
募
集

農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
募
集

職
と
な
り
、
業
務
に
は
守
秘
義
務

が
伴
い
ま
す
。

募
集
人
数

 

・
農
業
委
員　

11
人

 

・
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員　

　

16
人

任
期
（
３
年
間
）

　

７
月
20
日
～

　
　
　
　

令
和
11
年
７
月
19
日

応
募
資
格

 
・
八
街
市
に
住
所
を
有
す
る
方
（
市

　

内
に
農
地
を
有
す
る
方
、
市
内

　

で
営
農
活
動
を
行
う
方
も
含
む
）

 

・
市
が
設
置
す
る
執
行
機
関
（
法

　

令
で
、
兼
職
が
禁
止
さ
て
い
る

　

方
に
限
る
）
の
委
員
で
な
い
方

※
破
産
手
続
き
の
決
定
を
受
け
て

復
権
を
得
て
い
な
い
方
、
拘
禁
刑

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執

行
が
終
わ
る
ま
で
、
ま
た
は
、
そ

の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

る
ま
で
の
方
を
除
く
。

募
集
期
間

　

１
月
19
日
㈪
～
２
月
17
日
㈫
の

　

午
後
４
時
30
分
ま
で

　
（
郵
送
の
場
合
は
必
着
）

応
募
方
法

　

所
定
の
推
薦
・
応
募
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
農
業
委
員
会

事
務
局
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

募
集
要
項
、
応
募
用
紙
な
ど
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
で
き
ま
す
。

問
農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎
４
４
３
‐
１
４
８
３

市ホームページ

令和 ８ 年１月 15 日 ２市外局番（０４３） 広報広報ややちちままたた ２

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５

問 問 時場定費申

時

問

場内対定

費申持

時

問


